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令和６年第１回定例会議案等議決結果一覧
令和６年第１回定例会提出議案

令和６年第１回定例会が、２月29日から３月19日までの20日間で開催されました。今定例会で
は、議案31件、承認１件、委員会発議１件、議員発議１件、諮問１件を慎重に審議しました。

議案番号 件　　名 議決結果

２ かすみがうら市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

原案可決
（全会一致）

３ かすみがうら市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決
（全会一致）

４ 令和５年度かすみがうら市一般会計補正予算（第11号） 原案可決
（全会一致）

５ 令和５年度かすみがうら市下水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決
（全会一致）

７ 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関
係条例の整理に関する条例の制定について

原案可決
（全会一致）

８ 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に
ついて

原案可決
（全会一致）

９ かすみがうら市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決
（全会一致）

10 かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決
（全会一致）

11 かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に
関する条例及びかすみがうら市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決
（全会一致）

12 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決
（全会一致）

14
かすみがうら市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定
める条例及びかすみがうら市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例の制定について

原案可決
（全会一致）

16 かすみがうら市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決
（全会一致）

18 令和５年度かすみがうら市一般会計補正予算（第12号） 原案可決
（全会一致）

19 令和５年度かすみがうら市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決
（全会一致）

20 令和５年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決
（全会一致）

21 令和５年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決
（全会一致）

22 令和６年度かすみがうら市一般会計予算 原案可決
（全会一致）

26 令和６年度かすみがうら市水道事業会計予算 原案可決
（全会一致）

27 令和６年度かすみがうら市下水道事業会計予算 原案可決
（全会一致）

28 財産の貸付けについて 原案可決
（全会一致）

29 新市建設計画の変更について 原案可決
（全会一致）

30 市道路線の変更について 原案可決
（全会一致）

31
かすみがうら市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例の制定について

原案可決
（全会一致）

32 令和５年度かすみがうら市一般会計補正予算（第13号） 原案可決
（全会一致）
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【諮　問】

【委員会発議】

【承　認】

賛否が分かれた議案等

【議員発議】

１ 人権擁護委員の候補者の推薦について（坂本　憲志） 適　　任
（全会一致）

２ 人権擁護委員の候補者の推薦について（吉田　忠弘） 適　　任
（全会一致）

１ 市長の専決処分事項の指定について 原案可決
（全会一致）

議案番号 件　　名 議決結果

１ 専決処分事項の承認を求めることについて（令和５年度かすみがうら市水道事業会計
補正予算（第３号））

承　　認
（全会一致）

１ 刑事訴訟法に基づく適正な手続を求め
る決議について ／ ○ ○ ◆ ○ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ○ ◆ ◆ － ○ ○ 否　　決

（賛成少数）

議
案
番
号

井
出 
有
史

塚
本 

直
樹

鈴
木 

更
司

石
澤 

正
広

服
部 

栄
一

鈴
木 

貞
行

櫻
井 

健
一

久
松 

公
生

小
倉
　 

　
博

櫻
井 

繁
行

設
楽 

健
夫

来
栖 

丈
治

岡
﨑
　 

　
勉

小
座
野 

定
信

佐
藤 

文
雄

矢
口 

龍
人

議決結果

６ かすみがうら市コミュニティ施設の設置及
び管理に関する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 原案可決

（賛成多数）

13 かすみがうら市国民健康保険税条例の
一部を改正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ － ◆ ○ 原案可決

（賛成多数）

15 かすみがうら市介護保険条例の一部を
改正する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ － ◆ ○ 原案可決

（賛成多数）

17 かすみがうら市敬老祝金給付条例を廃
止する条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ － ◆ ○ 原案可決

（賛成多数）

23 令和６年度かすみがうら市国民健康保
険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ◆ ○ 原案可決

（賛成多数）

24 令和６年度かすみがうら市後期高齢者
医療特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ◆ ○ 原案可決

（賛成多数）

25 令和６年度かすみがうら市介護保険特
別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ － ◆ ○ 原案可決

（賛成多数）

氏　名　　　

　　　件　名

議員発議第１号　刑事訴訟法に基づく適正な手続を求める決議について
賛　成 反　対

・私文書偽造の犯罪を放置するわけにはいかない。
・検察等の調査により、偽造の行為者が明らかにされ

るべきだ。

・容疑者不詳で告発することにより、市民に不安をも
たらす。

・今後の市政に対し、市民の意見を反映しにくくなる。

本会議で行われた主な討論

賛成は○・反対は◆・欠席は欠・不在は／・除斥は除・表決権を行使しない場合は棄で記載
※ 小座野議員は議長職のため、特別多数議決の議案（議案第６号・第９号）以外については本議会での表決（賛成・反対の意思表示）権はないため－で記載
※ 特別多数議決は、公の施設の廃止・独占的な利用や、市の事務所の設定・変更などの議案で行われる。
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市長の施政方針に対する質問
給食費の一部無償化について、すべての子どもが対象ではないのか。

児童生徒700円分の市負担を継続するとともに、市内小中義務教育学校に２人以上通学者が
いる世帯に対し、２人目以降の給食費を無償化するものですが、まだ充分な財源確保がで
きておらず、部分的な補助となっております。少子化問題の中で、多くの子どもを産み育
てていくことを応援すべきという観点から、経済的により多くの負担感があるご家庭を先
に対象とさせていただいたものです。

市民窓口機能を千代田ショッピングモール内に移転するにあたり、利便性確保の具体策は。

市民にとって利用頻度の高いショッピングモール内に市民窓口センターができることは、
買い物のついでに市役所の窓口手続ができるなど、利便性は高まるものと考えております。
また、交通結節点としても便がよく、利用者の駐車場も十分な面積が確保されております
ので、期日前投票所や税の申告相談会場といった多くの市民が訪れる際の駐車場の混雑解
消も見込まれます。そして、案内表示については、外国人を含め誰にとっても分かりやす
い表示といたします。お子様連れの方への配慮といたしましては、ベビールームでの粉ミ
ルク用のウォーターサーバーの設置を図ってまいります。さらに、立って利用するカウン
ターと座って利用するカウンターを併設し、様々な方への配慮を行ってまいります。また、
霞ヶ浦窓口センター及び千代田出張所に来庁される方とも、ビデオ通話を通して専門的な
書類の申請手続等ができる遠隔窓口システムの導入を検討しており、市民窓口センターを
直接利用しない方の利便性も向上させたいと考えております。

（仮称）千代田パーキングエリアスマートインターチェンジ周辺の道路整備についての考え方は。

（仮称）千代田パーキングエリアスマートインターチェンジに接続する県道土浦笠間線につ
いては、同スマートインターチェンジが開通することで、交通量が増加することが予想さ
れます。県道土浦笠間線には、狭く、歩道のない部分もあることから、拡幅及び歩道整備
について、茨城県土木事務所を通じて、県議会議員で構成する土木企業立地推進委員会へ
要望し、また県政に対しても県市長会を通じて要望を行っており、なるべく安全が向上す
るように進めてまいります。周辺道路につきましても、スマートインターチェンジ整備に
よる物流の効率化や、将来を見据えた周辺地域の動向等も考慮し、整備を検討してまいり
ます。

霞ヶ浦ガストロノミーツーリズムの概要は。また、地元産業にどう関係していくのか。

現在、かすみがうら未来づくりカンパニーにおいて古民家宿改修を進めており、古民家宿
を拠点としながらインバウンドや富裕層をターゲットにし、霞ヶ浦地域特有の食と本市の
自然、文化、歴史などを感じてもらう旅と考えております。このような食と地域の体験を
組み合せた取組みは、霞ヶ浦周辺においては先駆けとなります。こうしたことから、霞ヶ
浦周辺、ひいては県南地域の観光を牽引する事業となることを目指しているものです。霞ヶ
浦ガストロノミーツーリズムは、本市の豊かな地域資源に付加価値をつける取組みの一つ
です。このような地域の資源を活用した取組みが地域の魅力を高め、ふるさと納税額を増
加させ、さらに増加額を財源として新たな事業に取り組むといった好循環を目指してまい
ります。

施政方針に対する質問
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令和６年第１回定例会
議案審査特別委員会における主な議案質疑

（３月７日、８日、12日、13日、19日開催）
議案審査特別委員会は議長を除く15名の委員で構成。

【議案の概要】
歳入歳出予算の総額を、それぞれ176億6000万円とするものです。

つちうらMaaS推進協議会で実証実験していたグリーンスローモビリティの運行に変更はあ
るのか。
土浦、かすみがうらの両地区を１台で運行しておりましたが、令和６年度はルートを再検
討し、台数を増やし２台で神立駅周辺を運行する予定となっております。

デマンド型乗合タクシーを土浦協同病院まで乗り入れることについて、どこまで準備が進
んでいるのか。
デマンド型乗合タクシー利用者の増加及び生活利便性の向上を図るために、市民の移動ニー
ズがある土浦協同病院への地区替えを含めた運行体制の見直しを検討するものです。これか
ら関係機関との協議を踏まえて、令和６年度にどのくらいの需要があるのか把握をするための
実証実験を実施いたしまして、令和７年４月からの本格運行を目指して取り組んでまいります。

防災行政無線連携防災アプリ導入業務委託等の施策によって、防災無線の屋外子局を維持
管理する必要性は下がるのではないか。
防災無線屋外子局で流れる音声情報を、市民が持っているスマートフォンで聞くことができ
るアプリケーションを導入するものですが、スマートフォンを持っていない方や利用が難し
い方もいることから、現段階では防災無線をベースにして、その機能を補助、補填するもの
を広げていこうと考えております。防災士連絡協議会等、市民の方からのご意見を踏まえて
検討してまいります。

子どもの医療保険応援金の概要は。

18歳以下の子どもを持つ世帯を対象に、子どもに係る国民健康保険と国民健康保険組合が定
める均等割相当額を、子育て支援の応援金として支給するものです。均等割は子どもの人数
に比例し負担が生じることから、より子育てしやすい環境づくりを目的とした制度になりま
す。これにより入院・外来分の自己負担金と合わせて、18歳以下の子どもについては実質的
に医療費の完全無料化になるものと考えております。

ますます老朽化の一途を辿っている管路の更新計画を早急に立てるべきではないか。

本市の管路総延長424㎞のうち58㎞が、布設から40年が経過した老朽管となっておりますが、
40年が経過したからといって直ちに漏水するということはなく、危険性を見極めて利用して
おります。現在、送水元である浄水場の更新工事を優先して行っておりまして、浄水場更新
の完了見込みが立ち次第、管路の更新計画をなるべく早く策定したいと考えております。

議案第22号　令和６年度かすみがうら市一般会計予算

議案第26号　令和６年度かすみがうら市水道事業会計予算

議案審査特別委員会議案質疑



6KASUMIGAURA

委　員　会　活　動

石
澤　
正
広　
議
員

櫻
井　
健
一　
議
員

久
松　
公
生　
議
員

鈴
木　
貞
行　
議
員

▶
右
か
ら
参
加
し
た

能登半島地震に対する
義援金を送付しました

茨城県市議会議長会
令和５年度第２回議員研修会

令和６年能登半島地震により、被災された
方々や被災地の復旧・復興の力となるべ
く、義援金200,000円を日本赤十字社を通
じ被災地へお送りしました。

【内　訳】
議長交際費より…………………40,000円
市議会議員各位より …………160,000円
 （１人10,000円）

日　　時：令和６年２月16日（金）
開催場所：結城市
講　　師：市村　充章　氏
　　　　　（白鴎大学名誉教授）
演　　題：若者の政治不信・政治離れ、
　　　　　主権者教育

○
閉
会
中
に
行
わ
れ
た
委
員
会

○
閉
会
中
に
行
わ
れ
た
委
員
会

○
委
員
会
付
託
案
件
の
審
査

○
所
管
事
務
の
調
査

文
教
厚
生
委
員
会

産
業
建
設
委
員
会

令
和
６
年
１
月
３０
日
開
催
の
調
査
内
容

令
和
６
年
２
月
22
日
開
催
の
調
査
内
容

令
和
６
年
３
月
６
日
開
催
の
調
査
内
容

令
和
６
年
３
月
14
日
開
催
の
調
査
内
容

●
第
２
常
陸
野
公
園
の
新
た
な
利
活
用
に
つ
い
て

●
下
稲
吉
中
学
校
区
学
校
給
食
施
設
整
備
に
つ
い
て

●
市
内
中
学
校
・
義
務
教
育
学
校
屋
内
運
動
場

空
調
機
整
備
に
つ
い
て

●
か
す
み
が
う
ら
市
男
女
共
同
参
画
計
画
の

改
定
に
つ
い
て

●
か
す
み
が
う
ら
市
空
家
等
対
策
計
画
の
改
定

に
つ
い
て

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
の
設
置
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
備
に
つ
い
て

●
国
民
健
康
保
険
税
率
等
の
改
正
に
つ
い
て

●
国
民
健
康
保
険
保
健
事
業
総
合
計
画
の
策
定

に
つ
い
て

●
か
す
み
が
う
ら
市
自
殺
対
策
計
画
の
改
定
に
つ
い
て

●
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」

結
果
に
つ
い
て

●
か
す
み
が
う
ら
市
障
害
者
計
画
の
改
定
に
つ
い
て

●
か
す
み
が
う
ら 

い
き
い
き
長
寿
プ
ラ
ン
の

策
定
に
つ
い
て
（
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
９
期

介
護
保
険
事
業
計
画
）

●
水
道
事
業
広
域
連
携
に
つ
い
て

●
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
被
災
地
支
援
活
動

に
つ
い
て

●
議
案
第
30
号　
市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

●
逆
西
排
水
区
雨
水
管
布
設
工
事
に
つ
い
て

▲説明を受ける委員
　【千代田庁舎委員会室】

▲市道変更箇所の現地調査
　【中志筑地内】
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かすみがうら市下稲吉中学校屋内運動場新築工事に係る調査特別委員会

「旧筑波ハウスの跡地利用に関する署名要望書」に関わる
久松公生議員の署名活動に関する疑念に関する調査特別委員会

　下稲吉屋内運動場新築工事における計画から契約、入札の手続き、請負額の変更、発注事業の変更
に至るまでの数々の疑念について、市執行部より資料の提出・説明を受け、現地調査等を行いました。

調査結果の内容（要旨）
　建設工事の安易な設計変更が行われるのが常態化し、事務処理及び監督業務に不適切な対応が
あったこと、さらには、それらの設計変更について説明が不足していたことから、数々の疑念が生
じたことが判明しました。
　本委員会において、市長から今後の対策として、公共事業発注担当課に「建設工事の設計変更に
伴う適正な措置」について通知・指導したことが報告され、
①建設工事は、熟考のうえの設計書を前提として、安易な設計変更は認めない方針であること。
②�設計に関して疑義が生じた場合には、専門性のある第三者機関による照査作業を行うなど、事
務手法の改善を検討していくこと。
③�特に工事期間が長期期間となる予定価格１億5000万円以上の議会案件になる大型の公共工事に
ついては、進捗状況を市議会定例会等において詳細に説明し、公正、透明な行政運営に努める
こと。

　上記のとおり、今回の事案を重く受け止め、十分に反省の上、再発防止に取り組んでいく強い姿
勢が示されました。

　「複合交流拠点施設整備を当初の計画通り進めることを求める要望書」に係る署名に自らの意思
とは異なる署名があった問題と、久松公生議員の関与の疑念について、市執行部より資料の提出・
説明を受け、参考人招致や地方自治法第 100 条に基づいた証人喚問により調査を行いました。

調査結果・調査結論の内容（要旨）
　調査の結果、本件の要望署名の中に偽造された署名が含まれていたことが判明しました。しかし、
久松公生議員の関与の有無を含め、署名の偽造者を特定することはできませんでした。なお、本件
の要望書における署名活動においては、署名を代筆したことがわかるような注意は特段払われてい
なかったことが判明しました。
　市民から市長にあてた要望書等は、市民が抱く希望を直接市政に届ける機能を果たす重要な役割
を担っています。そのような署名簿に偽造を加えることは、きわめて悪質であり、繰り返されては
ならないことです。
　この観点から、再発防止策として、署名活動を行う場合、今後市に提出される要望書等に係る署
名については、自署を原則とし、代筆の場合は代筆者の署名を併記することを周知させるなど、偽
造を極力防止する方策をとることが望ましいという結論に至りました。
　なお、刑事訴訟法第239条第２項（※）に基づき、刑事告発を含む適正な手続きを求める決議を
委員会発議によって本会議に上程するかどうかについては、次のような議論が活発に交わされ、採
決の結果、上程はしないことが決定しました。

※刑事訴訟法第239条第２項について：官吏又は公吏（公務員）は、その職務を行うことにより犯
罪があると思料するときは、告発をしなければならない、という条文です。しかし、告発すべきか
否かについては、以下の点を総合的かつ慎重に検討して判断するものとされています。
　①犯罪の重大性
　②犯罪があると思料することの相当性
　③今後の行政運営に与える影響

○刑事訴訟法に基づく適正な手続きを求める決議を本会議に上程することについて
賛　成 反　対

・署名の信頼を確保するため、告発により、この問題
の解決を図るべき。

・犯罪が目の前にあるのに、あいまいにはできない。

・告発することで、市民に動揺や負担が生じる。
・再発防止策を周知することに重きを置くべき。

賛成の委員：�佐藤文雄委員、設楽健夫委員、服部栄一
委員、鈴木更司委員、塚本直樹委員

反対の委員：�岡﨑勉委員、来栖丈治委員、櫻井繁行委員、
小倉博委員、櫻井健一委員、鈴木貞行委員、
石澤正広委員、井出有史委員
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一  般  質  問

　
能
登
半
島
地
震
で
一
番
必
要
と
さ
れ
た
の
は
水
で
す
。
土
浦
市
に
お
い

て
東
日
本
大
震
災
後
、
市
民
や
企
業
に
呼
び
掛
け
て
進
め
た
「
災
害
時
協
力

井
戸
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
良
い
取
組
み
と
思
い
ま
す
が
、
本

市
と
し
て
、
ど
う
お
考
え
か
伺
い
ま
す
。

　
総
務
部
長　
土
浦
市
同
様
、
身
近
な
場
所
で
生
活
用
水
を
確
保
で
き
る

「
災
害
時
協
力
井
戸
」
の
募
集
・
登
録
等
、
令
和
６
年
度
か
ら
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

情
報
弱
者
と
い
わ
れ
る
方
へ
の
災
害
時
の
情
報
伝
達
と
安
否
確
認
に
つ

い
て
、
先
進
事
例
と
し
て
陸
前
高
田
市
の
取
組
み
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
て

導
入
を
検
討
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
、
伺
い
ま
す
。

　
総
務
部
長　
情
報
弱
者
へ
の
情
報
伝
達
の
方
法
を
整
備
し
て
い
く
こ
と

は
大
切
な
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
陸
前
高
田
市
の
事
例
に
つ
い
て
も
十

分
調
査
研
究
・
検
証
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
た
道
路
通
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

　
都
市
建
設
部
長　
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
道
路
異
常
通
報
ア
プ
リ
」
の
活

用
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
通
報
ア
プ
リ
は
、
道

路
の
穴
、
路
肩
の
崩
壊
な
ど
の
道
路
損
傷
、
落
下
物
や
路
面
の
汚
れ
、
ま
た

動
物
の
死
骸
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
」
を
活
用
し
、
道
路
管
理
者
に
通
報
で
き
る
も

の
で
す
。

ＱＱ ＱＡ ＡＡ

石澤　正広 議員

　
西
成
井
バ
イ
パ
ス
の
入
り
口
交
差
点
は
、危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

大
き
な
事
故
も
発
生
し
ま
し
た
。
信
号
機
や
ラ
ン
ド
ア
バ
ウ
ト
交
差
点
（
環

状
交
差
点
）、
ロ
ー
タ
リ
ー
交
差
点
の
設
置
は
可
能
か
伺
い
ま
す
。

　
市
民
部
長　
信
号
機
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
29
年
度
か
ら
継
続
し
て

土
浦
警
察
署
へ
設
置
要
望
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
市
で
路
面
標
示
の

設
置
及
び
看
板
設
置
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
、
で
き
る
限
り
の
安
全

対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
信
号
機
の
設
置
に
つ
き
ま
し
て
も
引
き
続
き
要

望
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
都
市
建
設
部
長　
ラ
ウ
ン
ド
ア
バ
ウ
ト
交
差
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令

和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
に
茨
城
県
警
察
本
部
と
協
議
を
行
っ
た
結
果
、

有
効
性
を
示
す
デ
ー
タ
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
導
入
は
断
念
い
た
し
ま

し
た
が
、
薄
層
カ
ラ
ー
舗
装
な
ど
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
ラ
ウ
ン
ド
ア
バ

ウ
ト
交
差
点
の
再
検
討
も
含
め
、
さ
ら
な
る
安
全
対
策
を
関
係
機
関
と
連
携

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
選
挙
に
関
わ
る
経
費
や
時
間
の
節
約
、
投
票
率
の
向
上
の
た
め
に
も
期

日
の
近
い
県
議
会
議
員
選
挙
と
市
議
会
議
員
選
挙
の
同
日
の
執
行
が
よ
い
と

思
い
ま
す
が
、
同
日
選
挙
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト

を
伺
い
ま
す
。

　
総
務
部
長　
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
選
挙
管
理
委
員
会
費
用
、
投
票
所
の

立
会
人
や
投
開
票
所
の
選
挙
事
務
従
事
者
の
人
件
費
、
投
開
票
所
の
設
置
と

運
営
に
関
わ
る
費
用
、
入
場
券
の
発
送
費
用
、
投
開
票
の
集
計
シ
ス
テ
ム
の

費
用
な
ど
の
経
費
の
共
通
執
行
の
部
分
に
つ
い
て
は
県
と
市
で
按
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
経
費
の
節
減
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
投
票
率
の
向

上
な
ど
の
効
果
も
十
分
に
望
め
る
も
の
と
想
定
さ

れ
ま
す
。
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
特
に
な
い

も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ＱＱＡ ＡＡ
次
期
、
か
す
み
が
う
ら
市
議
会
議
員
選
挙
の
選
挙
期
日
に
つ
い
て

中
学
生
の
自
転
車
通
学
路
で
あ
り
な
が
ら
、
大
き
な
事
故
が
発

生
し
や
す
い
西
成
井
バ
イ
パ
ス
の
入
口
交
差
点
に
つ
い
て

１

防
災
対
策
に
つ
い
て

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
た
道
路
通
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
つ
い
て

自
治
体
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
化

に
つ
い
て

孤
独
・
孤
立
対
策
に
つ
い
て

４ 質　
問　
通　
告　
事　
項

質　
問　
通　
告　
事　
項

鈴木　更司 議員２

１ ◀︎映像は
　こちらから
　ご覧ください

◀︎映像は
　こちらから
　ご覧ください

２３

能
登
半
島
地
震
で
一
番
必
要
と
さ
れ
た
の
は
水
、

災
害
時
協
力
井
戸
制
度
の
取
組
み
に
つ
い
て
伺
う

西
成
井
バ
イ
パ
ス
入
口
交
差
点
の
安
全
確
保

に
つ
い
て
伺
う

災
害
時
協
力
井
戸
の
募
集
・
登
録
等
、
令
和

６
年
度
か
ら
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す

様
々
な
角
度
か
ら
安
全
対
策
を
検
討
し
て

お
り
ま
す

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

▲西成井バイパス入口交差点
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筑
波
ハ
ウ
ス
跡
地
利
用
計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
市
長
公
室
長　
医
療
法
人
社
団
青
洲
会
よ
り
、
病
院
の
老
朽
化
対
策
と
い
た
し

ま
し
て
当
該
用
地
の
う
ち
約
２
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
活
用
し
た
い
旨
の
相
談
が
あ
り
、

内
部
協
議
の
結
果
、
誘
致
と
い
う
方
向
性
を
決
定
し
、
令
和
５
年
５
月
19
日
に
覚
書

を
締
結
、
12
月
８
日
に
基
本
協
定
を
締
結
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
施
設
と
し
て
は
、

病
院
と
産
科
を
有
す
る
診
療
所
、
そ
の
他
薬
局
等
の
関
連
サ
ー
ビ
ス
を
、
医
療
機
能
と

し
て
は
、
内
科
、
外
科
、
整
形
外
科
を
予
定
し
て
お
り
、
病
床
数
は
、
現
在
の
神
立
病

院
と
同
規
模
の
１
６
０
床
、
救
急
医
療
の
受
け
入
れ
も
継
続
し
て
実
施
す
る
計
画
で
、

令
和
９
年
度
開
設
を
目
指
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
複
合
交
流
拠
点
施
設
等
整
備
に
関
わ
る
事
業
だ
っ
た
、
神
立
停
車
場
線
の
照
明

施
設
及
び
自
転
車
ナ
ビ
マ
ー
ク
整
備
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
都
市
建
設
部
長　
令
和
４
年
８
月
以
降
、
複
合
交
流
拠
点
施
設
等
整
備
に
関
わ

る
事
業
の
見
直
し
に
伴
い
ま
し
て
、
一
時
事
業
を
休
止
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
国
及
び

県
と
の
協
議
を
重
ね
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
き
ま
し
て
国
の
承
認
が
得
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
引
き
続
き
都
市
構
造
再
編
集
中
支
援
事
業
補
助

金
の
活
用
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
２
事
業
の
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。
神
立
停
車
場
線
照
明
施
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
６
年
度
に
お
い
て
修
正
設
計

積
算
業
務
を
実
施
し
、
令
和
７
年
度
に
本
工
事
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
自
転

車
ナ
ビ
マ
ー
ク
の
設
置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
部
に
土
浦
市
域
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
土
浦
市
と
の
協
議
に
よ
り
、
令
和
７
年
度
に
実
施
す
る
予
定
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
防
災
士
連
絡
協
議
会
の
進
捗
状
況
と
活
動
内
容
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
総
務
部
長　
防
災
士
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
や
防
災
士
一
人
ひ
と
り
の
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
、
そ
し
て
防
災
士
と
市
役
所
の
情
報
共
有
を
図
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
地
域

防
災
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
て
、
令
和
６
年
４
月
20
日
に
設
立
総
会

を
開
催
し
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
の
経
験
で
は
、
各
議
員
か
ら
執
行
部
へ
の
問
い
合
わ
せ
が
多
く

寄
せ
ら
れ
、
現
場
が
混
乱
し
た
よ
う
で
す
。
本
市
の
災
害
時
に
お
け
る
議
員
の
役
割
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
総
務
部
長　
災
害
時
に
は
、
議
員
個
人
と
市
災
害
対
策
本
部
で
は
な
く
、
市
議

会
と
市
災
害
対
策
本
部
が
う
ま
く
連
携
で
き
る
仕
組
み

が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
議
員
の
役
割
に
つ
な
が
る
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

ＱＱＱＱ ＡＡＡ Ａ

議員

鈴木　貞行 議員
　
霞
ヶ
浦
北
岸
の
堤
防
で
発
見
さ
れ
て
い
る
特
定
外
来
生
物
「
ナ
ガ
エ
ツ

ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
」
の
農
業
被
害
、
発
生
状
況
と
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

　
産
業
経
済
部
長　
本
市
に
お
い
て
は
農
地
へ
の
侵
入
や
農
業
被
害
は
な

く
、
目
撃
情
報
を
も
と
に
現
地
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
柏
崎
地
先
で
２
か
所
、

田
伏
地
先
で
２
か
所
、
坂
地
先
で
１
か
所
、
牛
渡
地
先
で
４
か
所
発
見
さ
れ

て
い
ま
す
。現
時
点
に
お
い
て
は
、発
生
箇
所
が
湖
側
で
あ
る
こ
と
か
ら
霞
ヶ

浦
管
理
者
の
国
土
交
通
省
霞
ヶ
浦
河
川
事
務
所
へ
駆
除
等
の
対
応
を
依
頼
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
根
絶
が
難
し
い
「
ナ
ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
」
は
早
期
発
見
、
早
期
駆

除
が
重
要
で
す
が
、
放
置
し
て
お
け
ば
、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
ま
す
。
地

域
住
民
や
関
連
組
織
で
駆
除
は
で
き
る
か
伺
い
ま
す
。

　
市
民
部
長　
特
定
外
来
生
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
拡
散
を
防
ぐ

た
め
運
搬
、
保
管
、
植
栽
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
駆
除
に
は
適
切
な

手
続
き
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
地
域
住
民
等
が
駆
除
す
る
場
合
は
、
い

つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
行
う
の
か
回
覧
板
等
に
よ
り
事
前
周
知
を
し
て
、「
ナ

ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
」
の
断
片
が
水
面
に
流
れ
出
な
い
よ
う
フ
ェ
ン
ス
を

設
置
し
、
刈
り
取
っ
た
後
も
断
片
が
こ
ぼ
れ
落
ち
な
い
よ
う
袋
で
密
閉
し
、

霞
台
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
搬
入
し
て
い
た
だ
け
た
ら
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
　
つ
く
ば
霞
ヶ
浦
り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
の
霞
ヶ
浦
東
岸
・
北
岸
に
は
ト
イ
レ

や
休
憩
所
が
少
な
い
の
で
す
が
、
今
後
の
計
画
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
市
民
部
長　
「
つ
く
ば
霞
ヶ
浦
り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
か
わ
ま
ち
づ
く
り
計

画
」
を
活
用
し
、
国
土
交
通
省
と
県
と
連
携
し
な
が
ら
、
加
茂
地
内
に
ト
イ

レ
が
あ
る
休
憩
施
設
の
リ
バ
ー
ス
ポ
ッ
ト
整
備
に

向
け
た
協
議
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ＱＱＱ ＡＡＡ
特
定
外
来
生
物
「
ナ
ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
」
の
駆
除
に
つ
い
て

「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
向
け
た
霞
ヶ
浦
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
ツ
ー
リ

ズ
ム
造
成
事
業
」
に
つ
い
て

つ
く
ば
霞
ヶ
浦
り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
の
ト
イ
レ
と
サ
イ
ク
ル
サ

ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

１

神
立
停
車
場
線
付
近
の
整
備
計
画
に
つ
い
て

防
災
に
つ
い
て

２

３

質　
問　
通　
告　
事　
項

質　
問　
通　
告　
事　
項

筑
波
ハ
ウ
ス
跡
地
利
用
計
画
と
周
辺
施
設

整
備
の
進
捗
に
つ
い
て
伺
う

特
定
外
来
生
物「
ナ
ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
」

の
駆
除
に
つ
い
て
伺
う

病
院
開
設
が
令
和
９
年
度
の
予
定
で
、
周
辺

施
設
整
備
が
令
和
７
年
度
の
予
定
で
す

拡
散
防
止
の
た
め
、
発
見
し
た
と
き
は
環
境
保
全
課

ま
た
は
農
林
水
産
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

櫻井　健一◀︎映像は
　こちらから
　ご覧ください

◀︎映像は
　こちらから
　ご覧ください

１

一般質問の持ち時間を、質問・答弁含めて70分として行いました。

特
定
外
来
生
物
「
ナ
ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
」
の
駆
除
に
つ
い
て

「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
向
け
た
霞
ヶ
浦
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
ツ
ー
リ

ズ
ム
造
成
事
業
」
に
つ
い
て

つ
く
ば
霞
ヶ
浦
り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
の
ト
イ
レ
と
サ
イ
ク
ル
サ

ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

特
定
外
来
生
物
「
ナ
ガ
エ
ツ
ル
ノ
ゲ
イ
ト
ウ
」
の
駆
除
に
つ
い
て

「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
向
け
た
霞
ヶ
浦
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
ツ
ー
リ

ズ
ム
造
成
事
業
」
に
つ
い
て

つ
く
ば
霞
ヶ
浦
り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
の
ト
イ
レ
と
サ
イ
ク
ル
サ

ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

２

▲ナガエツルノゲイトウ
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一  般  質  問

　
平
成
29
年
改
定
公
金
等
取
扱
い
適
正
化
計
画
、
部
内
監
査
と
市
監
査
役

監
査
及
び
本
市
安
全
運
転
管
理
委
員
会
の
公
用
車
乗
車
時
の
ア
ル
コ
ー
ル

チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
伺
う
。

　
総
務
部
長　
監
査
委
員
に
よ
る
定
期
監
査
は
、
全
て
の
団
体
の
検
査
を

し
て
お
り
ま
す
。
担
当
部
課
長
に
よ
る
通
帳
と
出
納
簿
の
確
認
、
月
例
検
査

も
、
全
て
の
団
体
の
監
査
、
検
査
を
し
て
お
り
ま
す
。
安
全
運
転
管
理
で
す

が
、
令
和
５
年
12
月
よ
り
、
目
視
で
は
な
く
全
面
的
に
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器

で
ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

逆
西
排
水
１
号
幹
線
に
関
わ
る
冠
水
地
帯
雨
水
排
水
計
画
に
つ
い
て
と
、

宍
倉
第
３
排
水
区
２
号
幹
線
東
側
の
宍
倉
、
新
生
・
巽
台
直
売
所
付
近
の
冠

水
状
況
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
上
下
水
道
部
長　
逆
西
排
水
区
の
冠
水
対
策
に
つ
い
て
は
、
費
用
対
効

果
を
考
慮
し
た
整
備
方
針
を
令
和
６
年
度
の
調
査
に
お
い
て
策
定
し
て
ま
い

り
ま
す
。
下
原
排
水
区
の
管
路
等
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
度
に
お

い
て
基
礎
的
調
査
と
な
り
ま
す
排
水
経
路
の
調
査
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
都
市
建
設
部
長　
宍
倉
第
３
排
水
区
２
号
幹
線
に
つ
い
て
、
当
該
直
売

所
周
辺
の
冠
水
状
況
の
把
握
や
流
末
河
川
ま
で
の
排
水
機
能
や
排
水
能
力
な

ど
を
確
認
し
、
対
策
を
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
県
内
で
ふ
る
さ
と
納
税
が
20
億
円
に
達
す
る
地
域
が
数
か
所
存
在
し
ま

す
。
本
市
の
現
状
と
今
後
の
対
策
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
産
業
経
済
部
理
事　
令
和
６
年
１
月
末
時
点
で
寄
附
件
数
は
６
３
６
８

件
、
寄
附
額
９
５
１
０
万
１
０
０
０
円
の
状
況
で
す
。
令
和
６
年
度
は
１
億

２
０
０
０
万
円
、
令
和
７
年
度
は
１
億
４
０
０
０

万
円
の
目
標
を
掲
げ
、
よ
り
高
い
と
こ
ろ
を
目
指

し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
す
。

ＱＱＱ ＡＡＡ Ａ

設楽　健夫 議員

　
子
ど
も
に
均
等
割
を
掛
け
て
い
る
健
康
保
険
は
、
国
民
健
康
保
険
税
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
改
め
て
18
歳
ま
で
の
子
ど
も
の
均
等
割
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ

と
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
市
民
部
長　
令
和
６
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
、
子
育
て
支
援
策
の
一

環
と
し
て
、市
単
独
に
お
け
る
新
規
補
助
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
断
し
、

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
主
な
対
象
者
に
、
18
歳
以
下
の
子
ど
も
に
対

し
て
応
益
分
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
る
均
等
割
相
当
額
を
補
助
す
る
も
の
で

す
。
現
行
の
医
療
福
祉
制
度
で
生
じ
る
外
来
自
己
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
市

単
独
の
助
成
に
よ
り
医
療
費
を
実
質
無
償
化
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
係
る

保
険
税
も
実
質
無
償
化
と
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
医
療
諸
費
は
完
全
無
償

化
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
入
札
制
度
改
革
に
つ
い
て
、
最
低
制
限
価
格
の
設
定
は
１
円
で
も
下

回
っ
た
ら
無
効
と
な
る
制
度
で
す
。
１
億
円
を
超
え
る
工
事
は
、
低
入
札

価
格
調
査
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
伺
い
ま
す
。

　
総
務
部
長　
最
少
の
費
用
で
最
大
の
効
果
を
得
る
た
め
、
令
和
６
年
４

月
か
ら
予
定
価
格
１
億
５
０
０
０
万
円
以
上
の
建
築
工
事
に
つ
き
ま
し
て

は
、原
則
的
に
低
入
札
価
格
制
度
を
導
入
す
る
方
向
で
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ＱＱＡ Ａ
水
道
事
業
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

保
育
行
政
に
つ
い
て

入
札
制
度
の
改
革
に
つ
い
て

１

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
安
全
管
理
規
定
と
運
用
に
つ
い
て

逆
西
１
号
幹
線
に
関
わ
る
冠
水
地
帯
雨
水
排
水
計
画
に
つ
い
て

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て

２ 質　
問　
通　
告　
事　
項

質　
問　
通　
告　
事　
項

佐藤　文雄 議員２

１

３４

◀︎映像は
　こちらから
　ご覧ください

◀︎映像は
　こちらから
　ご覧ください

３

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
安
全
管
理
規
定
と

運
用
に
つ
い
て
伺
う

国
民
健
康
保
険
税
の
子
ど
も
の
均
等
割
に

つ
い
て
伺
う

い
ず
れ
も
適
正
に
行
っ
て
お
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
主
な
対
象
者
に
、
18
歳
以
下

の
子
ど
も
に
対
し
て
均
等
割
相
当
額
を
補
助
し
ま
す

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ
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合
併
特
例
債
は
何
の
事
業
に
幾
ら
活
用
さ
れ
た
か
、
市
民
に
は
あ
ま
り

知
ら
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私
は
笠
間
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
例
に
挙
げ
て
、

広
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
住
民
の
理
解
が
進
み
、
住
民
参
加
に
つ
な
が
る
と

幾
度
か
提
案
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
広
く
広
報
す
る
こ
と
で
過
疎
地

域
の
住
民
理
解
が
進
み
、
住
民
参
加
に
つ
な
が
り
、
過
疎
地
域
の
特
別
措
置

法
の
精
神
と
い
う
か
、
過
疎
債
を
活
用
し
た
過
疎
対
策
が
実
を
結
ぶ
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
の
広
報
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
か
伺

い
ま
す
。

　
市
長
公
室
長　
市
民
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
は
、
市
の
事
業
が
ど
の
よ

う
に
地
域
へ
活
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
情
報
の
共
有
は
重
要
だ
と
考
え
て

ご
ざ
い
ま
す
。
過
疎
債
の
事
業
に
は
限
ら
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
特

に
霞
ヶ
浦
地
域
に
お
け
る
過
疎
債
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
時
期
を
見
て
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
報
等
を
活
用
い
た
し
ま
し
て
、
地
域
の
皆
様
に
情
報
提

供
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　
空
き
家
を
掘
り
起
こ
す
と
い
う
意
味
は
、
空
き
家
所
有
者
へ
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
こ
と
と
、主
に
第
三
者
に
よ
る
空
き
家
利
活
用
を
促
す
取
組
み
だ
と
、

ま
た
、
古
民
家
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
地
域
の
魅
力
を
高
め
る
こ
と
が

潜
在
し
て
い
る
と
い
う
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
取
組

み
は
、大
変
な
成
果
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
私
自
身
感
じ
た
わ
け
で
す
。霞
ヶ

浦
地
区
だ
け
で
も
３
０
０
件
を
超
え
る
空
き
家
が
あ
る
わ
け
で
す
の
で
、
体

制
を
整
え
広
げ
て
い
く
措
置
を
早
急
に
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま

す
。
様
々
な
意
味
で
競
争
に
な
る
の
で
、
公
平
な
広
報
や
成
果
の
共
有
を
含

め
、
計
画
プ
ラ
ン
を
伺
い
ま
す
。

　
市
民
部
長　
今
後
は
、
現
在
策
定
を
し
て
い
ま
す
第
２
期
か
す
み
が
う

ら
市
空
家
等
対
策
計
画
に
基
づ
い
て
取
り
組
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
り
、空
家
等
実
態
調
査
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、デ
ー
タ
を
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
提
供
し
、協
力
し
な
が
ら
、

空
き
家
利
活
用
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
ご
ざ
い
ま
す
。

　
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
数
の
推
移
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
教
育
長　
か
す
み
が
う
ら
市
で
の
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
し
て
い
る
児

童
生
徒
数
の
推
移
は
、
平
成
31
年
度
１
７
４
人
、
令
和
２
年
度
１
６
９
人
、

令
和
３
年
度
１
７
６
人
、
令
和
４
年
度
２
１
２
人
、
令
和
５
年
度
２
５
０
人

と
な
っ
て
お
り
、
国
の
傾
向
と
同
様
に
増
加
傾
向
で
推
移
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
支
援
学
級
に
在
籍
し
て
お
ら
ず
通
常
学
級
で
支
援
が
必
要
な
児
童
生

徒
も
、平
成
31
年
度
58
人
、令
和
２
年
度
１
４
５
人
、令
和
３
年
度
１
３
９
人
、

令
和
４
年
度
１
１
８
人
、
令
和
５
年
度
１
５
５
人
と
僅
か
５
年
で
２
・
７
倍

に
増
え
て
お
り
ま
す
。

　
教
職
員
の
働
き
方
改
革
、
特
に
業
務
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
見
た
学
校

支
援
員
配
置
の
効
果
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
教
育
長　
学
校
支
援
員
の
配
置
に
よ
り
、
児
童
生
徒
が
落
ち
着
い
て
教

室
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
り
、
担
任
教
員
１
人
で
は
対
応
が
難
し
い
授
業

中
の
個
別
的
な
支
援
が
可
能
と
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
体
育
の
授

業
や
理
科
、
図
工
、
家
庭
科
な
ど
実
技
を
伴
う
授
業
で
は
、
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ

フ
や
包
丁
、
火
な
ど
を
扱
う
危
険
が
伴
う
場
面
に
お
い
て
介
助
に
入
り
、
安

全
面
の
確
保
を
行
い
ま
す
。
教
師
が
教
師
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
授
業
に
集

中
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
効
果
的
な
教
育
活
動
が
で
き
て
お
り
ま
す
。

　
本
市
公
立
学
校
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
認
識
と
、
こ
れ
ま
で
の
取
組

み
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
教
育
長　
本
市
で
も
特
別
支
援
教
育
の
重
要
性
を
捉
え
、
市
の
学
校
教

育
指
導
方
針
の
柱
と
し
て
特
別
支
援
教
育
の
推
進
を
明
示
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
各
校
で
は
、
通
常
学
級
に
お
け
る
配
慮
が
必
要
な
児
童
生
徒
へ
の
指
導
・

支
援
の
充
実
を
努
力
事
項
と
し
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
教
育
委
員
会
と

い
た
し
ま
し
て
も
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、
合
理

的
配
慮
に
関
す
る
教
職
員
の
研
修
や
学
校
間
の
情
報
共
有
な
ど
を
支
援
し
て

お
り
ま
す
。　

ま
た
、特
別
支
援
学
校
地
域
相
談
セ
ン
タ
ー
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
や
市
の
指
導
主
事
と
専
任
調
査
員
に
よ
る
巡
回
訪
問
な
ど
の
支
援
事
業

を
推
進
し
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
を
円
滑
に
進
め
、
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒

が
安
心
し
て
学
校
生
活
を
送
れ
る
環
境
を
整
備
し

て
お
り
ま
す
。

ＱＱＱ ＡＡＡ

井出　有史 議員

来栖　丈治 議員
ＱＱ ＡＡ

第
２
期
か
す
み
が
う
ら
市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

か
す
み
が
う
ら
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
に
つ
い
て

空
き
家
対
策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

１

特
別
支
援
教
育
の
環
境
整
備
に
つ
い
て

１ 質　
問　
通　
告　
事　
項

質　
問　
通　
告　
事　
項

３

◀︎映像は
　こちらから
　ご覧ください

◀︎映像は
　こちらから
　ご覧ください

一般質問の持ち時間を、質問・答弁含めて70分として行いました。

２

学
校
支
援
員
の
今
後
の
配
置
状
況
に
つ
い
て

伺
う

過
疎
債
の
広
報
に
つ
い
て
伺
う

学
校
等
と
連
携
、
共
有
し
な
が
ら
、
適
切
な

配
置
と
な
る
よ
う
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す

時
期
を
見
て
地
域
の
皆
様
に
情
報
提
供

し
ま
す

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ
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月　　 日 開　議　時　間 会　議　名 議　　事

６月４日（火） 午前10時 本会議

１ 開　会
２ 会議録署名議員の指名
３ 会期の決定
４ 諸般の報告
５ 議案の上程、提案理由の説明

６月５日（水） 午後１時30分 本会議 一般質問　（質問者３名）

６月６日（木） 午後１時30分 本会議 一般質問　（質問者３名）

６月７日（金） 午後１時30分 本会議 一般質問　（質問者３名）

６月８日（土）～
６月９日（日） 休　日

６月10日（月） 午後１時30分
本会議 １ 一般質問　（質問者１名）

２ 議案質疑
３ 委員会付託委員会

６月11日（火）～
６月14日（金） 委員会 委員会審査

６月15日（土）～
６月16日（日） 休　日

６月17日（月） 休　会

６月18日（火） 午前10時 本会議
１ 委員会の審査の経過並びに結果の報告 
２ 討論 ・ 採決
３ 閉　会

会　期　日　程

※ 会期中の日程及び時間は予告無く変更される場合があります。

・ 本会議は、千代田庁舎３階議場にて行います。どなたでも、自由に傍聴できます。
・ 本会議の開催日（　　）には市議会ホームページで本会議の生中継を配信しており、

スマートフォンやパソコンでご覧になることができます。
・また、次の施設で本会議中継を視聴することができます。

（環境により中継を視聴しにくい場合があります。予めご了承ください。）

会期日程（予定）
6月4日（火）開会予定です。

千代田庁舎ロビー・霞ヶ浦庁舎ロビー・中央出張所図書コーナー
▲議会中継ページ

令和６年かすみがうら市議会第２回定例会は
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一  般  質  問  通  告
令和６年第２回定例会　一般質問（予定）
期 日 時 刻 順 番 質　問　議　員

【質　問　方　式】 質　問　事　項

６
月
５
日
（
水
）　 

午
後
１
時
30
分
か
ら

1 石澤　正広
【一括方式】

1．障害者差別解消法改正に伴う合理的配慮の提供について
2．高齢者の健康増進に係る事業について
3．認知症対策の取組みについて

2 鈴木　更司
【一括方式】

1．霞ヶ浦広域バスの路線見直し等について
2．防火水槽と消火栓の管理について
3．自主防災活動の発足と発足後の組織運営について

3 櫻井　健一
【一問一答方式】

1．神立停車場線の名称について
2．下稲吉地区内小中学校の災害対策と訓練について

６
月
６
日
（
木
）　

午
後
１
時
30
分
か
ら

4 佐藤　文雄
【一問一答方式】

1．複合交流施設の見直しについて
2． 霞ヶ浦コミュニティセンター（旧あじさい館）の浴室に 

ついて
3．教育費の保護者負担の軽減について
4．2027年蛍光管製造禁止に伴う市の対応について
5．茨城県水道ビジョンに関する水道事業の方針について

5 久松　公生
【一括方式】

1． 本市の小中学校および義務教育学校施設の今後の整備と 
考えについて

2．本市の専門職職員採用の状況について
3．本市の市街地地区の道路行政について

6 服部　栄一
【一括方式】

1．みどりの食料システム戦略に関する市の施策について
2．休耕地及び農業後継者問題について

６
月
７
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
か
ら

7 櫻井　繁行
【一括方式】

1． 子どもたちの学びの場の拡充に繋がるラーケーション制度
導入について

2．本市におけるヤングケアラー支援策について
3．学校部活動の地域移行に向けた取組み状況について
4． 不均衡な状態にある学校給食施設及び屋内運動場空調機 

整備について

8 設楽　健夫
【一問一答方式】

1． 水田畑地化促進事業、農業耕作地団地化政策と農業用水―
河川対策について

2． 市民協働のまちづくり、市民主語のコンプライアンス 
マネジメント（工事請負契約と管理）について

9 小倉　博
【一括方式】

1．市内のため池における安全管理体制について
2．市内道路工事の状況及び維持管理について
3．子ども達の成長を見守る体制作りについて

６
月
10
日
（
月
）

午
後
１
時
30
分
か
ら

10 来栖　丈治
【一括方式】

1． 稲吉南二丁目地内の取得用地を民間病院が活用する件に 
ついて

2． 「かすみがうら市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期
障害児福祉計画」について



暖
か
い
五
月
の
風
が
吹
き
始
め
、
新
緑
が
目
に
心

地
よ
い
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
い
か
が
お
過
ご
し
で

し
ょ
う
か
。
五
月
は
新
た
な
始
ま
り
や
活
力
づ
け
ら

れ
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
心
身
と
も
に
健
や
か
に

過
ご
せ
る
よ
う
、
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
防
災
無
線
が
聞
き
取
り
づ
ら
い
と
き
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？�

か
す
み
が
う
ら
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容
を
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
聞
け
る
防
災
ア
プ
リ
を
導
入
し
ま
し
た
。ま
た
、市
の
メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
へ
登
録
し
ま
す
と
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
限

ら
ず
メ
ー
ル
で
受
け
取
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
登
録
で
き

ま
す
の
で
、
安
心
安
全
の
確
保
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

�

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
長　
櫻
井　
健
一

コ ラ ム
議 会 日 誌議 会 日 誌

「
市
議
会
へ
の
ご
意
見
」ペ
ー
ジ
を

設
置
し
ま
し
た（
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　開
か
れ
た
議
会
の
実
現
の
た
め
、
か
す
み
が
う
ら
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
、

「
市
議
会
へ
の
ご
意
見
」
ペ
ー
ジ
を
設
置
し
ま
し
た
。

　ご
意
見
は
、
今
後
の
議
会
運
営
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▲こちらから、市議会へのご意見
　ページへアクセスできます。

令和６年度から、議会事務局において議会を補佐する組織機能の
充実・強化を目的として「議会総務課」を設置し、新体制でスター
トしました。

議会事務局の
組織体制が変わりました
議会事務局の
組織体制が変わりました

議会事務局 議会総務課

庶務調査担当

議事担当

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。  電話　0299（59）2111　内線1302　FAX　0299（59）4753
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.lg.jp/gikai/　メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.lg.jp

ご意見をお寄せ下さい

編集
後記

（2月1日〜4月30日まで）

●
３
月
●

　

６
日　

議
案
審
査
特
別
委
員
会

　
　
　
　

総
務
委
員
会

　
　
　
　

文
教
厚
生
委
員
会

　
　
　
　

産
業
建
設
委
員
会

　

７
日
・
８
日
・
12
日
・
13
日

　
　
　
　

議
案
審
査
特
別
委
員
会

　

14
日　
「
旧
筑
波
ハ
ウ
ス
の
跡
地
利
用
に
関
す
る

　
　
　
　
　

署
名
要
望
書
」に
関
わ
る
久
松
公
生
議
員

　
　
　
　
　

の
署
名
活
動
に
関
す
る
疑
念
に
関
す
る

　
　
　
　
　

調
査
特
別
委
員
会

　
　
　
　

産
業
建
設
委
員
会

　

19
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

議
案
審
査
特
別
委
員
会

●
４
月
●

　

15
日　

産
業
建
設
委
員
会

　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　

19
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

22
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

26
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

●
２
月
●　
　

　

１
日　
「
旧
筑
波
ハ
ウ
ス
の
跡
地
利
用
に
関
す
る

　
　
　
　
　

署
名
要
望
書
」に
関
わ
る
久
松
公
生
議
員

　
　
　
　
　

の
署
名
活
動
に
関
す
る
疑
念
に
関
す
る

　
　
　
　
　

調
査
特
別
委
員
会

　

８
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

令
和
６
年
第
１
回
石
岡
地
方
斎
場
組
合

　
　
　
　

議
会
定
例
会

　

９
日　

令
和
６
年
第
１
回
湖
北
環
境
衛
生
組
合

　
　
　
　

議
会
定
例
会

　

19
日　

令
和
６
年
第
１
回
霞
台
厚
生
施
設
組
合

　
　
　
　

議
会
定
例
会

　
　
　
　

令
和
６
年
第
１
回
茨
城
県
後
期
高
齢
者

　
　
　
　

医
療
広
域
連
合
議
会
定
例
会

　

20
日　
「
旧
筑
波
ハ
ウ
ス
の
跡
地
利
用
に
関
す
る

　
　
　
　
　

署
名
要
望
書
」に
関
わ
る
久
松
公
生
議
員

　
　
　
　
　

の
署
名
活
動
に
関
す
る
疑
念
に
関
す
る

　
　
　
　
　

調
査
特
別
委
員
会

　
　
　
　

下
稲
吉
中
学
校
屋
内
運
動
場
新
築
工
事
に

　
　
　
　

係
る
調
査
特
別
委
員
会

　

22
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　

産
業
建
設
委
員
会

　

２
月
29
日
～
３
月
19
日

　
　
　
　

令
和
６
年
か
す
み
が
う
ら
市
議
会

　
　
　
　

第
１
回
定
例
会

　

29
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

全
員
協
議
会

令和６年第１回
定例会の議場
での傍聴者数は、
延べ３６名、また、
インターネット
L I V E中継への
アクセス数は、
延べ１，３０５回
でした。

◀︎市議会
　ホームページ
　トップページへ

豆辞典 一事不再議の原則
同一会期中に一度議決された事件については、再び審議をしないという議事運営のことを、一般的に
一事不再議の原則といいます。この原則は議案等の審議の段階において適用され、本会議で既に議決
のあった事件と同一の趣旨、内容、形式であることが明確な場合に限られます。
 （参考：地方議会運営辞典）


